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「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
」
を
開

催
し
ま
す

　
認
知
症
の
方
や
家
族
、
知
人
、

介
護
福
祉
医
療
職
、
そ
の
他
認
知

症
に
つ
い
て
気
に
な
る
こ
と
が
あ

る
方
が
集
ま
っ
て
交
流
を
楽
し
む

場
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
早
来
会
場
】

日
時

　
８
月
８
日
㈭

　
　
13
時
～
14
時
30
分

場
所

　

ふ
れ
あ
い
交
流
館（
み
な
く
る
）

多
目
的
活
動
室

【
追
分
会
場
】

　
８
月
の
開
催
は
お
休
み
で
す
。

内
容

　
認
知
症
に
関
す
る
ミ
ニ
講
演
会

や
相
談
会
、
ミ
ニ
ゲ
ー
ム
な
ど

※ 

参
加
費
無
料
。
お
茶
や
お
菓
子

を
ご
用
意
し
ま
す
。

※ 

参
加
さ
れ
た
方
に
ポ
イ
ン
ト
あ

び
ら
50
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま

す
。

※ 

当
日
は
マ
ス
ク
着
用
で
お
願
い

し
ま
す
。

問
合
せ

　
安
平
町
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の

会
（
代
表
・
中
田
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉒
４
６
４
６

安平町住民基本台帳　閲覧状況の公表について
　住民基本台帳法第11条第３項及び第11条の２第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び
住民票の写し等の交付に関する省令第３条の規定に基づき、下記のとおり公表します。
　なお、閲覧年月日や閲覧に係る範囲の詳細については、町ホームページおよび役場庁舎掲示板に
掲示しています（公開対象期間　令和５年４月１日〜令和６年３月31日）。

問合せ　税務住民課戸籍グループ　☎ ㉒ 2940

■住民基本台帳法第11条第１項（国又は地方公共団体）による閲覧の請求　１件

■住民基本台帳法第11条第２項（個人又は法人）による閲覧の申出　　　　０件

閲覧申出者 利用目的

防衛省（自衛隊札幌地方協力本部） 陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集事務

安平町墓地の使用について
　お盆などお墓参りの時期に、ごみが大量に放置されている様子が見受けられます。各墓地のごみ
箱は撤去していますので、お供え物やごみは必ずお持ち帰りください。お墓参りにお越しの際は、
以下のマナーを守り正しくご利用いただくようお願いします。

・お供え物をはじめ、草類などは必ずお持ち帰りください。
・ 共同墓でのお参りの際、お供え物や供花などを置く献花台を用意していますが、お帰りの際

は必ずお持ち帰りください。
・ お墓参りのあと、お供え物をそのままにしておくと、カラスやキツネなどをおびき寄せる原

因となります。置いたままにしないでください。

問合せ　税務住民課生活環境グループ　☎ ㉒ 2940


